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本日のサマリー：マイナンバー導入で当面求められる対応

• 来年1月よりマイナンバー制がスタートする。これにより、企業には当
面以下のような対応が求められる。
1. 10月に配布されるマイナンバーを従業員およびその扶養家族から

回収し、届出を行う。
2. 今後の社会保障、税務などの各種手続きにおいてはマイナンバー

を記入する。
3. マイナンバーに関する基本方針および利用規程を整備する。
4. マイナンバーに関連する業務の洗い出しを行った上で、受付、本

Copyright© All Right Reserved
2

4. マイナンバーに関連する業務の洗い出しを行った上で、受付、本
人確認から、利用、破棄までの手続きおよび安全管理措置を構築
する。

5. マイナンバーを管理するシステムの見直し、
更新を行う。

6. 従業員に対するセキュリティ教育を実施する。
• 中でも安全管理措置が重要であり、十分な管理

監督がなされず、情報流出等のトラブルが発生し
た場合には、担当者および企業に罰則が適用さ
れることがある。



マイナンバーが利用される３つの分野

社会保障 税 災害対策

• 年金の資格取得や確認、給付
• 雇用保険の資格取得や確認、給付

• 税務当局に提出する申告書、届出書、
調書などに記載

• 被災者生活再建支援金の支給
• 被災者台帳の作成事務 など
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• マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続
きにのみ利用される。

• 平成28年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続きなど
で申請書にマイナンバーの記載が求められる。また平成29年1月からは国の機
関、7月からは地方公共団体での情報連携が開始され、申請の際の証明書の添
付が省略できるケースが出てくるなど、国民の負担軽減・利便性向上が進めら
れる。

• 平成31年以降は、利用範囲の見直しが行われ、他の行政分野や民間利用が行わ
れる見込み。

• 雇用保険の資格取得や確認、給付
• ハローワークの事務
• 医療保険の保険料徴収
• 福祉分野の給付、生活保護 など

調書などに記載
• 税務当局の内部事務 など

• 被災者台帳の作成事務 など



全体スケジュール

平成27年10月 国民への個人番号の通知の開始
法人への法人番号の通知の開始

平成28年１月 個人番号カードの交付の開始
（個人の申請により市町村が交付）

以下の分野でのマイナンバーの利用開始
1. 雇用保険・労災保険
2. 国税関係（所得税、法人税、住民税、消費税など）

ここからマイナンバー収集可能
• 職員等への周知。
• 労務担当（本部・各施設等）への教育。
• 安全管理措置を講じる。
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1. 雇用保険・労災保険
2. 国税関係（所得税、法人税、住民税、消費税など）
3. 国民健康保険

平成28年1月以降既存の従業員・被扶養者分の個人番号の報告
（社会保険・雇用保険）

平成29年１月 以下の分野でのマイナンバーの利用開始
1. 健康保険・厚生年金保険

国の機関間での情報連携の開始
マイ・ポータルの運用開始

平成29年７月目途 地方公共団体・医療保険者等との情報
連携開始

平成31年以降 他の省庁、民間利用などへの拡大



概要スケジュール

個人番号通知は2015年10月から開始されます。
2016年1月からマイナンバー利用が開始されます。
＊同時に法人番号の通知・公表もされます。

2015年10月 2016年1月

対応が必

全社員への教育 マイナンバ
ー通知

হ
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（利用目的の変更が認められる場合）

雇用契約に基づく給与所得の源泉徴収票作成事務のために
提供を受けた個人番号を、雇用契約に基づく健康保険・厚生
年金保険届出事務等に利用しようとする場合は、利用目的を
変更して、本人への通知等を行うことにより、健康保険・厚
生年金保険届出事務等に個人番号を利用することができる。

事業者は、給与所得の源泉徴収票作成事務のほか健康保

平成26年12月11日発行の特定個人情報委員会による「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイド
ライン（事業者編）（内閣官房）

個人番号収集にあたっての目的の通知
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事業者は、給与所得の源泉徴収票作成事務のほか健康保
険・厚生年金保険届出事務等を行う場合、従業員等から個人
番号の提供を受けるに当たって、これらの事務の全てを利用
目的として特定して、本人への通知等を行うことにより、利
用目的の変更をすることなく個人番号を利用することができ
る。なお、通知等の方法としては、従来から行っている個人
情報の取得の際と同様に、社内LANにおける通知、利用目的
を記載した書類の提示、就業規則への明記等の方法が考えら
れる。

出典／平成26年12月11日発行の特定個人情報委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）



就業規則の見直し

第○条（マイナンバーの通知）
1. 従業員は、採用時に会社にマイナンバーを通知し

なればならない。
2. 会社は、従業員に対して、身分確認のために写真

付きの身分証明書（例：運転免許証等）の提示を
求めることがある。

• 入社時等の提出書類の追加
- 提出しなかった場合の取り扱い（懲戒処分等）

• 従業員・家族分のマイナンバー通知義務、本人確認について

• 利用目的の周知
- 個人番号収集にあたって
の目的の通知については、
就業規則に規定を置くことで
対応することが基本となる。

Copyright© All Right Reserved
7

付きの身分証明書（例：運転免許証等）の提示を
求めることがある。

3. 従業員が扶養対象家族を有し、扶養対象家族のマ
イナンバーを会社に通知するにあたっては、虚偽
のないように確実に確認をしなければならない。

第○条（マイナンバーの利用）
会社は、従業員及び扶養対象家族のマイナンバーに

ついて、以下の手続きに利用することができる。
① 所得税法等の税務関連の届出事務のため
② 社会保険関係の届出事務のため
③ 労働保険関係の届出事務のため
④ 上記に付随する行政機関への届出事務のため

• 特定個人情報等についての
秘密保持に関する事項（事務
取扱担当者など）⇒誓約書

就業
規則



今年10月に通知カードが郵送される

• 平成２７年１０月に、市区町村から住民票の住所にマイナンバー
を通知するための通知カードが郵送される。

① 国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されない。帰国
して住民票が作成される際にマイナンバーの指定や通知が行われる。

② 外国籍の者でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合に
は、マイナンバーが付番される。

• 通知カードは、紙製のカードが予定されており、券面に氏名、住
所、生年月日、性別（基本4情報）、マイナンバーが記載されたも
のとなる。

住民票と現住所
が違うと通知カ
ードが届かない

なくす人が出る。従業員への周知と
番号の収集方法を決めておく必要。
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のとなる。
• 通知カードには、顔写真が入っていないため、本人確認の際には、

別途顔写真が入った証明書などが必要となる。
• ダイレクトメール等と間違えて紛失するリスク

があるため、あらかじめ会社から以下の点に
ついてアナウンスしておくとよい。

①個人番号が通知されること
②家族分も含めて大切に保管すること
③紛失をした際の連絡先
④収集方法等
⑤個人番号カード申請方法（取得促進） 8



本人確認で必要な手続き

①個人番号カード ②通知カード ③住民票

＋ ＋

個人番号カード以外の場合には、運転免許証、
パスポートなどによる本人の身元確認が求めら
れる。
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本人の身元確認書類の例
1. 写真付きの身分証明書

運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療養手帳、在留カードまたは特別永住者
証明書など

2. 写真付きの身分証明書の提示が困難な場合は２点以上の書類で確認
a. 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童福祉手当証書、特別自動扶養手当証書
b. 官公署などから発行・発給された書類その他のもので個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの（i 氏名、ii 

生年月日または住所が記載されているもの）など



第三号第三号被被保険者は本人確認が必要保険者は本人確認が必要



今まで何気なくやっていたことが今まで何気なくやっていたことがNGNGにに

取得（本人・扶養家族）

取扱（安全管理措置）

利用

・本人確認の資料として提出された免許証の住所が通知カードの通
知と違っていた。

・個人番号の記載のある書類をクリアファイルに入れて総務の机上
に提出してもらった。

・マイナンバーと氏名をメモに取ったが、丸めてゴミ箱に捨てた。

マイナンバーの適切な 「取得・保管・運用・関連システムの構築」が必要です。

保管

NG例

記録
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提供

開示・訂正・利用停止

廃棄

・子会社に転籍になったので、マイナンバーを本人の同意を取っ
て子会社に伝えた。

・エクセルでマイナンバーリストを作成し、人事ファイルフォルダー
に保管した。

・本人からマイナンバー変更を求められ、明らかに本人からの申
請であり、変更した。

特に下記4点に抵触しないか常に確認し、手順策定を進める。
①目的外利用の禁止②第三者への提供原則禁止③本人確認の措置④情報の安全管理

保管

保管

記録

記録

記録

記録



個人情報収集をどうするか？個人情報収集をどうするか？--業務フローの見直し業務フローの見直し

本人

（家族）

支店（各施設）

（特定）個人情報に関する
取扱いについて教育が必要
となる。

どうやって集める？
本人確認をどうする

？

（特定）個人情報に関する
取扱いについて教育が必要支店（各施設）

の労務担当

法人内の人事労

務担当

取扱いについて教育が必要
となる。



委託先・再委託先への安全管理措置

• 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部を委託する場合、
委託先で、委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよ
う、必要かつ適切な監督を行わなければならない。具体的には以下の3点が必
要となる。

① 委託先の適切な選定
② 委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
③ 委託先における特定個人情報の取扱状況の把握

• 委託者は、委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、その
他委託先の経営環境等をあらかじめ確認しなければならない。また、契約内容
として、秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個
人情報の目的外利用の禁止、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、
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人情報の目的外利用の禁止、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、
従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定等
を盛り込まなければならない。

• 委託者は、委託先に対する監督だけではなく、再委託先・再々委託先に対して
も間接的に監督義務を負っており、委託先等で情報漏えいなどが発生した場合
には、委託者に番号法上の責任が問われることがある。

• 委託先については、その状況確認→契約内容の見直し→報告書・証明書による
確認→継続的な監督が求められる。



各法人の人事労務

担当

とりまとめしているグ

委託先等との契約の見直し委託先等との契約の見直し --業務フローの見直し業務フローの見直し

マイナンバーを預かる流れ
をどうするか？他の個人情
報は？

とりまとめしているグ

ループ会社の人事労務担

当

委託先（税理士・社労士・アウトソー

サー・クラウドサービス・廃棄業者）

マイナンバーを預かる
流れをどうするか？他
の個人情報は？

個人情報保護に関する契約
が必要となる。
もちろん、監督も必要とな
る。



求められる安全管理措置の全体像

• 事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止そ
の他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければな
らない。また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

• 中小規模事業者（従業員数100人以下の事業者）に対しては特例が設けられ
ている。

①基本方針の策定

②取扱規程等の策定

組織的安全 人的安全 物理的安全 技術的安全

Copyright© All Right Reserved
15

管理措置

• 組織体制の整備

• 取扱規程等に基づく運用

• 取扱状況を確認する手段

の整備

• 情報漏えい等事案に対応

する体制の整備

• 取扱状況の把握及び安全

管理措置の見直し

管理措置

• 事務取扱担当者の監督

• 事務取扱担当者の教育

管理措置

• 特定個人情報等を取り扱

う区域の管理

• 機器・電子媒体等の盗難

等の防止

• 電子媒体等を持ち出す場

合の漏えい等の防止

• 個人番号の削除、機器及

び電子媒体等の廃棄

管理措置

• アクセス制御

• アクセス者の識別と認証

• 外部からの不正アクセス

等の防止

• 情報漏えい等の防止



個人情報保護マネジメントシステム個人情報保護マネジメントシステム（（PMSPMS）で）で
漏えいさせない体制づくり漏えいさせない体制づくり

【体制の確立】
方針の策定、個人情報の特定

リスクの特定、法規制の特定 規
定の策定、計画書の作成 資源
配分、責任権限の明確化

Plan

ACT DO

162015/5/28 Copyright 一般社団法人 日本個人情報管理協会

【点検】
監視及びレビュー

Check

ACT DO

PDCA
【導入・運用】

適切な取得 適切な利用 適
切な管理 適切な権利保護適切
な教育 適切な苦情対応適切な
文書管理

【改善】
維持・改善（修正・追加）


